
資料４
長久手市地域密着型サービス基準条例の一部改正の概要について

【改正条例】

小規模多機能型居宅介護
（介護予防含む）

　２　長久手市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
　　サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

　１　長久手市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す
　　る条例

サービス種別 改正内容

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のうち一体型事業所における訪問
　看護サービスの一部について、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該
　訪問看護事業所に行わせることを可能とする。

② 夜間（午後６時から午前８時まで）のオペレーターとして充てることができる施
　設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又
　は隣接する施設・事業所」を追加する。

③ 介護・医療連携推進会議と外部評価は、ともに「第三者による評価」という共通
　の目的であることを踏まえ、事業所が引き続き、自らその提供するサービスの
　質の評価（自己評価）を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公
　正・中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上
　で公表する仕組みとする。

① 小規模多機能型居宅介護の登録定員を29 人以下とする。あわせて、登録定員
　が26 人以上29 人以下の指定小規模多機能型居宅介護事業所について、当該
　事業所の居間及び食堂を合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広
　さが確保されている場合」には、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とす
　ることを可能とする。

② 運営推進会議と外部評価は、ともに「第三者による評価」という共通の目的を有
　することを踏まえ、事業所が引き続き、自らその提供するサービスの質の評価
　（自己評価）を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立
　場にある第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとす
　る。

③ 小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能な施設・事業所につい
　て、その範囲に現行の「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接
　する施設・事業所」を追加するとともに、兼務可能な施設・事業所の種別につい
　て、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加える。

④ 小規模多機能型居宅介護の地域との連携を推進していくため、小規模多機能
　型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が総合事業を行う場合は、
　利用者の処遇に影響がないことを前提に、小規模多機能型居宅介護事業所の
　管理者が、総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務する
　ことを可能とする。

⑤ 小規模多機能型居宅介護事業所がグループホームを併設している場合におけ
　る夜間の職員配置について、入居者の処遇に影響がないことを前提に、小規
　模多機能型居宅介護事業所の泊まり定員とグループホームの１ユニットあたり
　の定員の合計が９名以内であり、かつ、両者が同一階に隣接している場合には、
　夜間の職員配置について兼務を可能とする。

全サービス共通
①サービスの事業者による利用者に対するサービス提供に関する記録の保存
　年限を２年間から５年間に改める。



サービス種別 改正内容

①　サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象
　について、現行の「指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しく
　は診療所」に加え、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を追加する。

① 事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ、国民健
　康保険団体連合会に対して入居者の同意書を提出することが義務づけられて
　いるが、老人福祉法の改正により、前払金を受領する場合は、その算定根拠を
　書面で明らかにすることが義務づけられていることから、この要件を撤廃する。

複合型サービス

認知症対応型共同生活介護
（介護予防含む）

認知症対応型通所介護
（介護予防を含む）

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

地域密着型特定施設
入所者生活介護

① サービスの普及に向けた取組の一環として、医療ニーズのある中重度の要介
　護者が地域での療養生活を継続できるよう、「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、
　「訪問介護」を組み合わせることで、利用者や家族への支援の充実を図るとい
　うサービス内容が具体的にイメージできる名称として、「看護小規模多機能型居
　宅介護」に改称する。

② 複合型サービスの登録定員を29人以下とする。あわせて、登録定員が26人以
　上29 人以下の指定複合型サービス事業所について、当該事業所の居間及び
　食堂を合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されてい
　る場合」には、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とす
　る。

③ 運営推進会議と外部評価は、ともに「第三者による評価」という共通の目的を有
　することを踏まえ、事業所が引き続き、自らその提供するサービスの質の評価
　（自己評価）を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立
　場にある第三者が出席する運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとす
　る。

① 認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現
　行では「１又は２」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確
　保が困難である等の事情がある場合には３ユニットまで差し支えないことを明
　確化する。

① 共用型認知症対応型通所介護の利用定員について、認知症対応型共同生活
　介護事業所が認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進する
　観点から、「１ユニット３人以下」に見直す。

② 地域との連携や運営の透明性を確保するため、平成28 年度から「運営推進会
　議」の設置を義務づける。

③ 認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを実施している
　事業所について、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設ける。


